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令和元年度第３回幸手市地域公共交通会議 会議録 

○開催日時  令和元年１１月７日（木）午前９時５５分～１０時１５分 

○会  場  幸手市役所 第二庁舎 第２会議室 

○会議内容  公開 

○幸手市地域公共交通会議委員 

委員区分 所属・職名 氏  名 会議の出欠 

第１号 
（幸手市長又はその指名する者） 

幸手市総合政策部長 関 根 一 勝 出席 

第２号 
（一般乗合旅客自動車運送事業者の代

表） 

朝日自動車株式会社 
栗 原 夏 樹 

(代理者：鹿田 氏） 
代理出席 

第３号 
（一般貸切（乗用）旅客自動車運送事業者

の代表） 

中田商会株式会社 中 田 幸 宏 出席 

株式会社東埼玉観光バス 内 藤 秀 夫 出席 

幸手タクシー有限会社 松 岡 光 一 出席 

有限会社共和タクシー 明 野 真 久 出席 

第４号 
（一般社団法人埼玉県バス協会の代表） 

一般社団法人埼玉県バス協会 鶴 岡    洋 欠席 

第５号 
（一般社団法人埼玉県乗用自動車協会の

代表） 

一般社団法人埼玉県乗用自動車協会 高 原   昭 欠席 

第６号 
（住民又は利用者の代表） 

幸手市区長会 

松 田 光 男 出席 

関 口 勝 三 出席 

出 井 保 信 出席 

第７号 
（埼玉運輸支局長又はその指名する者） 

国土交通省関東運輸局埼玉運輸支局 岡 安 和 幸 出席 

第８号 
（一般旅客自動車運送事業者の事業用自

動車の運転手が組織する団体の代表） 

朝日自動車労働組合 小 川 幸 一 欠席 

第９号 
（道路管理者又はその指名する者） 

埼玉県杉戸県土整備事務所 新 井 政 文 欠席 

第10号 
（幸手警察署長又はその指名する者） 

埼玉県幸手警察署 佐 藤 里 美 欠席 

第11号 
（前各号に掲げるもののほか、市長が必

要と認める者） 

幸手市総務部長 木 村 卓 朗 出席 

幸手市健康福祉部長 金 子 光 夫 出席 

幸手市建設経済部長 手 島 秀 明 出席 

幸手市教育部長 杉 田 和 洋 出席 

埼玉県企画財政部交通政策課 
根 岸 甚 高  

（代理者：内田 氏） 
代理出席 

※会長は、幸手市地域公共交通会議設置要綱（平成 22 年 3 月 29 日告示第 31 号）第 4 条第 1 項の規

定により、幸手市総合政策部長 関根一勝が務める。また、同第 5条第 1項の規定により、会長が、

会議の議長となる。 

○傍聴人  なし
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○会議次第 

１ 開会 

２ 会長挨拶 

３ 議事 

(1)議案第１ 幸手市デマンド交通の運行内容見直し（修正案）について 

４ その他  

５ 閉会 

 

○会議資料 

・次第 

・席次表 

・令和元年度幸手市地域公共交通会議委員名簿 

・議案第１ 幸手市デマンド交通の運行内容見直し(修正案)について 

・別紙 幸手市デマンド交通の運行内容見直し（修正案） 

・幸手市デマンド交通ご利用案内 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 開会 

皆様、こんにちは。 

本日は、お忙しいなか、ご出席を賜りまして誠にありがとう

ございます。 

定刻より少し早いですが、皆様お揃いになりましたので、た

だ今から「令和元年度第３回幸手市地域公共交通会議」を始め

させていただきます。 

本日の司会進行をさせていただきます、事務局の市民協働課

金子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

この会議につきましては、幸手市地域公共交通会議設置要綱

第５条第４項の規定により、原則公開となっておりますことか

ら、本日の会議は公開とさせていただきますことをご了承願い

ます。 

また、議事録作成に伴いまして、録音機器の使用も併せてご

了承願います。 

 

まずはじめに、資料の確認をさせていただきます。 

 

（説明：資料確認） 

 

 次に、お配りさせていただいた委員名簿をご覧いただきたい

と存じます。  

 １号委員についてでございますが、会長でありました副市長

が辞職をされてございます。このため、幸手市地域公共交通会

議設置要綱第３条第１項第１号委員として、幸手市長より関根

総合政策部長が指名されておりますので、会議設置要綱第４条

第１項に規定により、本会の会長となります。 

また、会議設置要綱第３条第１項第６号住民の代表でござい

ました区長会役員の 2名の委員が辞職をしてございますことか

ら、新たに区長会から関口代表区長、出井代表区長の 2名が委

員となりましたことをご報告させていただきます。 

また、事務局でございますが、市民生活部長について１１月

１日に人事異動がございまして、関根雅之市民生活部長が異動

されてきて事務局となっておりますのでご報告をさせていただ

きます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

それでは、開会に当たりまして、会長の関根総合政策部長か

らご挨拶を申し上げます。 
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関根会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議長（関根会長） 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

２ 会長挨拶 

皆様、改めましておはようございます。総合政策部長の関根

でございます。 

本日は、お忙しい中、令和元年度第３回の幸手市地域公共交

通会議にご出席をいただきまして、誠にありがとうございま

す。 

前回、８月に行われました第２回の会議におきまして、次期

デマンド交通につきまして、幸手市の原案、考えということで

皆様方にお示しをいたしまして、色々とご意見をいただいたと

ころでございます。本日はそのご意見を参考に改めて案の見直

しをさせていただき、見直し案という形で今回ご提案させてい

ただく次第でございます。 

いずれにいたしましてもデマンド交通は市民の方々の関心が

非常に高い事業でございます。皆様方のご意見を頂戴しなが

ら、より良いデマンド交通として参りたいと考えておりますの

で、本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

３ 議事 

それでは、次第３の議事に入らせていただきます。議事の進

行につきましては、会議設置要綱第５条第１項の規定に基づき、

会長に議長をお願いいたします。 

 

（１）議案第１ 幸手市デマンド交通の運行内容見直し（修正

案）について 

それでは私の方で、議長を務めさせていただきますのでよろ

しくお願いいたします。では、次第３の議事に入らせていただ

きます。議案第１「幸手市デマンド交通の運行内容見直し（修

正案）について」を議題といたします。 

 事務局から説明をお願いします。 

 

 それでは修正案についてご説明させていただきます。修正案

の説明につきましては、後からお配りさせていただきました、

議案第１「幸手市デマンド交通の運行内容見直し（修正案）」

と別紙表をご覧いただければと存じます。 

まずはじめに、前回の第２回公共交通会議において議案とし

て提出させていただきました「幸手市デマンド交通の運行内容

見直し（案）」について、委員の皆様から多くのご意見を伺い
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ました。また、その後も各委員の皆様からご意見をいただいた

ところでございます。いただきましたご意見について、庁内で

協議をさせていただき、今回修正案としてご提案させていただ

きますので、よろしくお願いいたします。 

 １点目としまして、台数でございます。他市町とも比較して

現状の２台でも利用者を増やすことができるのではないか、ま

た、事業者への影響についてご意見がございました。市としま

しても、平成２８年度には１１，０８８人のご利用がございま

したことから、車種や運行時間帯の見直しなどを行っていくこ

とで、現状の２台でもさらに利用人数を増やすことができるの

ではないかと考え、現状の２台体制で次期デマンド交通を運行

していきたいと考えております。 

 次に運行時間帯については、前回提案した時間帯と同じ７時

から１７時で考えておりますが、利用状況と事業者の意見も踏

まえまして、朝７時の便については現状早い時間は医療機関を

目的地として利用している方が多いことから、目的地の区分を

医療と限定した形で運行したいと考えてございます。７時台の

便だけにつきましては、医療機関を利用する方に限る形で運行

していきたいと考えてございます。 

 次に予約の関係ですが、前回、午前中３名・午後１名体制と

いうことでオペレーターを考えてございましたが、現状の予約

を受け付ける際には朝の１時間程度が非常に込み合い、その他

の時間については２名体制でも問題ないというご意見を伺いま

したことから、現状と同じ体制でいきたい。ただし、受付時間

は運行時間の変更に合わせていきたいと考えてございます。 

 次に利用料金の取り扱いについては、見直し案と同じく一定

額以上を受託事業者の収入とし、その次の項目ですが、業者の

選定方法はプロポーザル方式を取り入れていきたいと考えてお

ります。 

 次に契約期間ですが、より良い運行とするため、公共交通と

するためには、随時見直しをしていく必要や制度を取り入れて

いく必要があるというようなご意見を伺ってございます。市と

しましても同じ考えでございますことから、契約期間について

は３年としたいと考えてございます。 

 また、利用料金について前回の会議でもご意見を伺いました

が、今後、市全体の公共料金の見直しが行われる際には、その

中で検討していきたいと考えております。 



6 
 

 

 

 

議長（関根会長） 

 

 

 

明野委員 

 

 

 

 

 

議長（関根会長） 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明野委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 修正案につきましては以上でございます。ご審議の方、よろ

しくお願いいたします。 

 

 只今事務局から説明がございました。委員の皆様より、ご意

見ご質問等がございましたらお願いしたいと存じます。 

 いかがでしょうか。 

 

 共和タクシーの明野です。前回もお話ししたのですが、時間

帯についてご質問です。７時台において１便増やして、１７時

台を減らすということですが、今現在１７時台が何人くらいい

らっしゃるのか。数字的な資料が全く無いものですから、それ

を教えていただきたいです。 

 

 事務局お願いします。 

 

 今年度、平成３１年４月から令和元年８月までの運行状況か

ら見ますと、一日を全体１００％としたところ、１７時台の利

用は３．７％となっており、極端に低い状況となっておりま

す。また、朝の時間帯、例えば８時台については１１．７％、

９時台については１４．４％、１０時台は１２．２％、１１時

台は１２．３％ということで、午前中の利用が非常に多いとい

うこともございます。また、朝は医療機関を利用することが利

用状況からうかがえるところでございます。そういうことも考

えまして、朝の時間帯というのは病院がまだ開いていないとい

うこともございますが、やはり、予約の受付等もございまし

て、早めに行って予約をしたいという方がたくさんいるとお伺

いしてございますので、まずは１７時台、大変申し訳ありませ

んが、この便については利用が少ないということで減らさせて

いただいて、７時台の便を増やして、状況を見てみたいという

ことで考えてございます。 

 

 １７時台の３．７％の利用目的、どういう方が利用されてい

るか分かりますか。 

 

今の私たちの資料の統計の中では、全体の利用状況としか出

ていないもので、システムで出せるか確認させていただいて、

今後、運行時間帯を考える際には管理していきたいと考えてお

ります。 
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明野委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（関根会長） 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明野委員 

 

 

以前もお話ししたとおり、私の方で白岡と久喜地区のデマン

ドをやっておりまして、遅い時間帯は恐らくお子様が使ってい

るケース、保育園の送り迎え、塾の送迎、介護施設からの帰宅

が多いです。数字は今は無いのですが、実際のところ、７時台

よりも１７時台の方が多い結果になっていて、７時台を病院と

限定すると、利用者が減ってしまうのかなという部分と、８時

台が１１．７％で、９時台が１４．４％ですよね。ということ

は差が約３％ですから、ここでなんで吸収することを考えない

のかなと思ったんですね。要するにこの３％分を振り替えるな

らば、８時台の稼動を良くする手立てというのはないんですか

ね。やっぱり子育て世代とか、塾とか通うのに使っているケー

スが、白岡市、久喜市は散見されるのですが、そのへんのこと

は特にお考えになっていないのかなと。 

 

事務局お願いします。 

 

 あくまで利用者数については、明野委員からお話があったと

おり、３％の部分があるかとは思いますが、市としましては、

この朝の時間帯、実際にここに反映されない、利用・予約がで

きない方々を７時台の便で吸収していきたい、受けていきたい

というところでございます。 

また、夕方の便につきましては、例えば先ほど明野委員から

ご意見いただきました、施設から帰るという方もあるかと思い

ます。市としましても施設の方に、夕方の利用が比較的空いて

いるので、利用してくださいという形のＰＲはさせていただい

てございますが、現状としては少ないというところでございま

す。これを１時間延ばすということも考えられるかとは思いま

すが、市としては、実際の運行時間は変えずに、１時間前倒し

して、実証ではないですけども、運行していきたい。ただし、

この時間帯に実際に利用が少ないということであれば、見直し

をはかっていきたいと考えております。 

時間帯の変更につきましては、当然、陸運局に申請が必要か

とは思いますが、契約期間中でも変更できるものは変更してい

きたいと考えているところでございます。 

  

 最後に。最終的には分かったのですが、幸手市さんの会議は

数字が無いんですよ。他の市は数字が出てきて、ここが何％で
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議長（関根会長） 

 

事務局 

 

 

 

 

議長（関根会長） 

 

 

 

明野委員 

 

議長（関根会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

少ないね、だからカットすると。以前から言っているとおり、

電話で予約が取れないよというキャンセルの数字も出てないで

すよね。だから、説得力が。よく予約が取れない取れないと言

うんですけど、キャンセル率でみると実はそんなでもないケー

スが散見されます。そういう中で、やっぱりもうちょっと数字

を出していただかないと、説得力が無いのかなという気がする

ので、ぜひある程度の数字をできましたら前年度これだけです

よとか、今読み上げていただいた数字を出していただいた方

が、説得力があるので、ぜひ今後各委員にそれも事前に出して

いただいた方がいいと。これは意見です。お願いします。 

 

 事務局お願いします。 

 

 大変失礼いたしました。第１回の会議の時には令和元年度の

部分でキャンセル率等、資料を出させていただきましたが、今

後は毎回、現状の資料を出させていただきたいと思っておりま

すので、大変失礼いたしました。よろしくお願いいたします。 

 

 只今、何点かご質問いただきまして、それに対してお答えを

させていただき、また、会議資料のあり方につきましても、今

後改善するとありましたが、明野委員よろしいでしょうか。 

 

 はい。お願いします。 

 

 その他にご質問、ご意見等ございますでしょうか。 

  

よろしいでしょうか。 

 

他にご意見が無いようでございますので、幸手市デマンド交

通の運行内容見直し（修正案）につきましては、原案のとおり

とすることにご異議無しものと認め、承認させていただきたい

と思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

それでは議事が全て終了いたしました。ご協力に感謝申し上

げます。これ以降につきましては、事務局にお返ししたいと思

います。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

４ その他 

それでは次第の４、その他ということで何かご意見等ござい

ましたらこの場でお願いできればと思います。 

また、事務局としましては今後、次期デマンド交通につきま

しては、１２月の議会の方に補正予算で計上させていただきま

して、議決いただけましたら、年明け１月以降に、プロポーザ

ル方式を導入しまして、業者選定をしていきたいと考えてござ

います。業者選定が終了しましたら、またこの公共交通会議で

報告をしていきたいと考えてございますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

現行の運行につきましては、令和２年９月までが契約期間で

ございます。次期につきましては、令和２年１０月から運行開

始となりますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

それでは、何かこの場でご意見等ございましたらお願いでき

ればと思います。 

 

 よろしいでしょうか。 

 

 それでは、委員の皆様からは無いようでございますので、事

務局から議事録について確認をさせていただきます。 

先ほど、会議結果の公表について説明させていただきました

が、本日の会議録につきましては、事務局において作成し、原

則公開の観点からホームページにおいて公開させていただきま

す。 

 なお、公開前に委員の皆様には送付させていただきますの

で、ご確認の程よろしくお願いいたします。 

 議事録の件につきましては、よろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

５ 閉会 

 それでは、本日は大変ありがとうございました。 

以上をもちまして、令和元年度第３回の幸手市地域公共交通

会議を終了させていただきます。 

ありがとうございました。 

 

（ 終  了 ） 
 


